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●グリコピア・イースト北本市民デー
時３月 10 日（日）9：30 ～

北本市観光協会北本市観光協会からのお知らせ 検索

☎ 592-0795　開館時間 9：00～ 21：00 北本市立図書館中央図書館だより 検索

● 森林セラピーツアー
『さくらと歴史とカタクリと』

桜の怪異の残る町・北本　怪談がたり

時３月 24 日（日）14：00 ～ 15：30　対   小学生以上
内   怪談師・北

きた

城
しろ

椿
つば

貴
き

さんによる北本の伝承と怪談がたり
　①『範頼奇譚』なぜ蒲ザクラが咲いたのか
　②北本にまつわる実話怪談
申２月 19 日（月）10：00 ～中央図書館に電話または直接。

●桜国屋（☎ 544-5321）10：00 ～ 17：00　（水曜定休）
まだまだ北本産のいちごあります！

●さんた亭（☎ 580-6883）11：00 ～ 14：30（水曜定休）
あったか～い「天ぷらそば」がおススメ！

●情報発信館（☎ 578-4255）10：00 ～ 16：00
●＆ green CAFE　10：00 ～ 16：00（水曜定休）
　 北本産いちごを使ったシロップをかけたソフトクリームや

いちごミルクドリンクがおすすめです。

対市内在住、在勤の人　費無料
定  60 人（子どもも１人として計算。定員超過の場合

は抽選）
申  往復はがきに代表者・住所・電話番号・参加者氏名・

年齢・駐車場使用台数を記入し２月９日（金・消印
有効）までに観光協会へ。

他詳細は観光協会へ。

問産業観光課農政担当（☎ 594-5532）

そのほ
かの

特集

電子図
書館

の特集

　市内が桜の花で華やぐこの時期に、歴史スポットや貴重
なカタクリの群生地、気持ちの良い森の中を歩いてめぐる森
林セラピーツアーを開催します。※ツアーの詳細は『きたも
と森林セラピー WEB サイト』をご覧ください。
時３月 24 日（日）9：30 ～ 15：30
場サンアメニティ北本キャンプフィールド
内森林セラピーツアー、セラピー弁当等
定 15 人程度
費１人 5,000 円（小学生 3,000 円）
申観光協会へ電話または森林セラピー WEB サイトから

今月
の

特集

恋愛の発酵と腐敗について

　愛したからには地獄まで。ときめかないし、憧れない
し、ほっこりもしない。ビターでハードな恋愛小説にハ
マってしまう人続出です。
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  2 月 26 日 ( 月 )

施設の休館日
２月８日～３月７日

・総合福祉センター

  2月12日（月・振）、23日（金・祝）

・文化センター　・中央図書館
・地区公民館　・勤労福祉センター
・コミュニティセンター
・学習センター　・体育センター
・健康増進センター
・総合公園　・子供公園
・ サ ン ア メ ニ テ ィ 北 本 キ ャ ン プ

フィールド

お知らせ

　都市計画法の規定に基づき、北本都市
計画保育所、および制限解除となった生
産緑地地区の変更案の縦覧を行います。
住民および利害関係人は、縦覧期間中に
意見書の提出ができます。
都市計画案の閲覧（縦覧）
期  ２月８日（木）～ 22 日（木）の平日

8：30 ～ 17：15
縦覧・意見書の提出
　 ２月 22 日（木・消印有効）までに都

市計画政策課へ郵送または直接提出
問都市計画政策課
　都市計画政策担当
　（☎ 594-5546）

都市計画の変更に関する
案の縦覧

子育て世帯に対する給付金の
申請期限が迫っています

　食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯の支援を目
的とした、令和５年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の
申請期限が迫っています。ご自身が支給対象となるか今一度ご確認の上、期限までに
申請してください。

詳細は市ホームページをご覧ください。

申請期限　２月29日（木）17：15まで　※郵送は必着

◀ 令和５年度低所得の子育て世帯に対
する子育て世帯生活支援特別給付金

　（ひとり親世帯分）
◀その他世帯分

　市では、聴覚障がい者等が円滑なコ
ミュニケーションを取れるように、手話
通訳者派遣事業を実施しています。この
認定試験に合格した人を、市の手話通訳
者として登録し、派遣します。
応募資格　平成 16 年４月１日以前の生

まれで、市内に在住し、北本市の手話
通訳者養成講習会を修了した人または、
同程度の技術を有すると北本市登録手
話通訳者認定試験審査会が認めた人

試験日　３月３日（日）受付 8：50 ～、
試験 9：10 ～※詳細は申込み終了後
に通知

場  総合福祉センター
申 問２月１日（木）～ 14 日（水・必着）

に障がい福祉課相談支
援担当（☎ 594-5535）
へ直接または郵送。申込
書は障がい福祉課および
社会福祉協議会で配布。

北本市登録手話通訳者認定試験

　栄市民活動交流センター整備スケ
ジュールの見直しに伴い、　コミュニ
ティセンターの閉館を延期しました。
変更前　令和 6 年 3 月 31 日閉館
変更後 令和 7年 3月 31日閉館

コミュニティセンター閉館
を令和7年3月31日へ延期

　栄市民活動交流センターは令和 6 年度
のオープンを目指して整備を進めていまし
たが、建築資材等の高騰の影響を受け入
札が不調となったことから、整備スケジュー
ルの見直しを行いました。現在、施設の
オープンは令和 7 年度を予定しています。
詳細は決まり次第お知らせします。
問生涯学習課生涯学習担当
　（☎ 594-5567）

栄市民活動交流センター
整備スケジュール見直し

　コミュニティセンターの機能は、令和
7 年度中に栄市民活動交流センターに移
転予定です。ご理解とご協力をお願いし
ます。
問生涯学習課生涯学習担当
　（☎ 594-5567）

問子育て支援課子育て支援担当（☎ 594-5537）

〈PR〉

市公式SNS
をフォローして
最新情報をチェック！

X（旧Twitter）

@kitamotocity

LINE

@kitamotocity

Facebook

@kitamotocity

Instagram

@kitamoto_city

北本の“おいしい”、“楽しい”
を集めた観光情報サイト

「手話」を表す手話▶

北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997
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